
第８６５号 赤旗読者ニュース （１）

読者ニュース「きずな」に対するご意見や情報をしんぶん赤旗の配達・集金者にどしどしお寄せください。

２０１１年１２月１５日

ＮＯ ８６５

赤 旗 井 原 出 張 所

井原市井原町１０３ （℡ 62-6200）き ず な
１２月５日、井原市議会１２月定例会が開会しました。会期は１２月１９日までの１５日

間です。一般質問は、７日、８日、９日の３日行われました。森本議員は８日に質問しまし
た。質問と執行部答弁の概要は次のとおりです。

森本ふみお議員の質問の概要 左の質問に対する執行部答弁の概要

◆福祉避難所のあり方について、今後市はどうしよ
うと考えていますか

井原市が７月に協定を締結している８ケ所の福祉
避難所について、国が示すレベルの福祉避難所とし
て運用してもらうためには、困難な問題が山積して
いると思います。

今後、国が示すレベルの福祉避難所として、効果
的な運用をしてもらうためには、市としてなにをど
うすればいいとお考えですか。先ずお尋ね致します。

次に市内８ケ所の福祉施設等と交わした協定書の
内容について、具体的にお尋ね致します。

協定書の第２条には「要援護者」の定義付けがさ
れています。この第２条の要援護者のかっこ１と、
かっこ２の該当者はそれぞれ何人でしょうかお尋ね
致します。

第８条の市としての努力目標の １ に示されてい
る「物資の調達」についてと、第８条の２の介護支
援者の確保についての努力目標に対する市としての
考えと取り組みについてお尋ね致します。

第１０条では、各福祉避難所での要援護者の受け
入れ可能人員等について、協定締結後あらかじめ協
議するとなっていますが、協議はもう済んでいます
か、お尋ね致します。

◆学校施設以外の公共施設の早期耐震診断と必要箇
所の耐震工事を

学校施設の耐震診断と耐震工事はほとんど終わっ
たようです。しかし、学校施設以外の公共施設の耐
震診断と耐震工事が進んでなくて、先日の新聞報道
によると、２０１０年３月末現在での公共施設の耐
震化率では、県下の全自治体中ワースト４のようで
す。

耐震診断と同工事は有事の時の備えなので、早期
に耐震診断と診断結果による耐震工事の必要箇所は
早期に工事をすべきではないでしょうか。

◆放射線量の測定間隔を拡げ、測定箇所を増やして
は

１１月１日から毎週火曜日の午前中に、市役所本
庁、芳井支所、美星支所の３箇所で、放射線量の測
定を始めています。

測定を始めて１ヶ月が経った時点での新たな提案
です。測定間隔を最低でも１か月に１回にする。小・
中・高校及び市民の多数が出入りする公共施設など
で測定するというよう 次ページ左上へつづく

重度の介護を要するなど、一般の指定避難所等で
の避難生活が困難な要援護者について、設備や体制
の整った介護福祉施設を福祉避難所として対応する
ため、あらかじめ民間事業者と使用に関する必要事
項を定めておくもの。

厚生労働省の示すガイドラインに
沿って深めて行きたい。

協定書の第２条の該当者の把握に
ついては、要援護者を一元管理をす
るシステムの導入についても今議会
に予算計上している。今後、要援護
者の実態把握をしていきたい。

第８条の第１項では、要援護者の
日常生活用品、食糧及び医薬品等の物資の調達に努
めるとしており、現在、簡易トイレ、毛布、アルファー
米、オムツなどを備蓄品として保有している。第２
項では、市は介護支援者の確保に努めるとしていま
すが、協定を結んでいる施設のみならず、市内の介
護保険施設との協議を行うとともに、県や社会福祉
協議会との連携をはかり、専門職の派遣や登録ボラ
ンティアの受け入れについて検討していきたい。

第１０条の受け入れ可能人員は、協議を行った結
果、８施設で７７人が受け入れ可能との回答をいた
だいている。

学校施設以外の公共施設で避難所となっている防
災拠点施設は３８施設ある。このうち平成２２年度
末時点で １８施設が耐震診断が未了若しくは補強
工事が済んでいない。

耐震断の実施や耐震改修については、施設利用者
の安心・安全の確保は勿論のこと、災害時には地域
住民の避難場所にもなりますので、極めて重要であ
り優先的に取り組むべき課題であると認識している。

今後とも市民の利用頻度の高いもの、老朽化の度
合い等勘案しながら順次対応する必要があるが、膨
大な財源を伴うので、全体的な財政状況も勘案しな
がら、安全・安心な環境整備に努めていく。

放射線量の測定値をより詳しく把握
するためにも、３定点での測定は当分
の間週１回行いたい。測定結果につい
てはホームページで公表しており、月１回更新する。

幼小中高校の測定については、去る１１月下旬に
行い、測定結果は国が示す基準値の年間１ミリシー
ベルト以内で安心できる数値だった。

測定を始めて１カ月が経過したが、現在のところ
市民からの（測定してほしいという）要望が無いこ
とから、２支所への機器の 次ページ右上へつづく



第８６５号 赤旗読者ニュース （２）

生活に役立ち勇気と確信のわくしんぶん[赤旗]をお読みください(月額日刊紙３,４００円日曜版８００円）

この「きずな」は森本ふみお議員のブログ（http://jcp-seibu.sakura.ne.jp/morim

前ページ左下よりつづく
に改善してはどうですか。

また、芳井支所、美星支所用に測定機器を購入し、
市民の要望に迅速に対応するような条件整備をして
はどうですか。芳井町と美星町は測定箇所を増やし
てはどうですか。

◆「場外舟券売り場」の設置の動きがありますが、
市としての対応は

現在、下出部町内のパチンコ店跡地に、「場外舟
券売り場」設置の動きがあります。先般、地元で説
明会も行われました。地域住民の声を聞いてみると、
設置について賛否両方の意見が出ているのが現状で
す。

最終的には自治体（市長）が賛意を示すことが絶
対条件の一つです。現時点で市としての対応をどう
考えていますか。また、慎重な対応を。

◆井原・芳井・美星地区の方言を後世に伝えるため
「方言辞典」の作成を

平成２２年１０月議会で「井原・芳井・美星地区
の方言を後世に伝えるため「方言辞典」の作成を。」
と提言いたしました。

当時の佐藤教育長は「方言辞典をつくるためには、
研究・研修をする委員会等を来年度の早い時期に設
置し、年数がかかると思いますが、方針なり内容等
について検討していくことが必要だろうと考えてい
る。」とのお考えが示されました。

その後の経過と、現在、どの時点まで進んでいる
のか。また、作成はいつごろになりますか。

◆幼・小・中・市立高校の普通教室にエアコンの設
置を

平成２２年１２月議会で「幼・小・中・市立高校
の普通教室にエアコンの設置を。」と提言いたしま
した。

当時の佐藤教育長は「必要性は充分認識している。
しかし、財政状況を考えると早急な対応は厳しい。
現在の耐震化に一定のめどがついた段階で整備計画
について検討する。」とのお答えでした。

来年の夏に向け是非設置すべきだと考えますがど
うでしょうか。

◆井原市ふれあいセンターへ早期に自動昇降機の設
置を

平成２１年６月議会と平成２２年の１２月議会で
「井原市ふれあいセンターへエレベーターか自動昇
降機の設置を。」と提言いたしました。

２２年１２月議会でのお答えは、「平成２４年度
以降の早い時期に自動昇降機を設置する。」とのこ
とでした。

地元では、早期の設置を望んでおられますし、２
階へ上がりたいが、現在の階段ではどうも難しいと
思われている方たちのために、一日も早い設置をと
考えますが、どうでしょうか。

前ページ右下よりつづく
購入は現段階では考えていません。

拡大的に測量していくことは必要だろうと思っ
ている。不定期にてそうした（芳井、美星）箇所
も今後測量して行くように検討していきたい。

国土交通省の通達によると、設置予定者がモー
ターボート競走法による場外発売場の設置許可を
受けようとする場合には、所轄の運輸局へ提出す
る許可申請書に、当該自治会等の同意、市町村長
の同意、市町村の議会が反対を議決していないこ
とが条件になっている。

今後、情報収集に努めるとともに、地元のご意
向や市民の意思を尊重し、議会のご意見等もお伺
いしながら適切に対応（判断）させていただきた
い。

作成に向けた取り組みの現在までの経過は、本
年度に監修者と調査協力員など組織作りのための
人選を行う。監修者は、民俗・言語学に精通され
た近隣の大学教授等にお願いする予定。協力員は、
文化財保護審議会委員を中心に、各地区で２０名
程度を選任し、調査・研究を来年度より実施した
い。

方言集の作成にはかなりの年数がかかると思い
ますが、会議を開きまして（作成時期の）めどを
つけて行きたい。

特に近年夏の気温
上昇が著しく、学校
で過ごす子どもたち
の健康管理と集中し
て学習に専念できる
環境整備の観点から、エアコンの必要性は十分認
識している。

全体（学校関係）の耐震改修が来年度で終わり
ますので、それが済んだあとになる。

ただ、中学校の音楽教室等への設置の要望があ
るので、考慮しなければと考えている。

（新年度で）予算措置され
れば、入札等もありますので、
（毎年夏、センターで実施さ
れている）「七夕まつり」ま
でには設置できればと思って
いる。

自動昇降機が付く
ふれあいセンター
の階段


